
国
民
健
康
保
険
証（
兼
高
齢
受
給

者
証
）が
更
新
さ
れ
ま
し
た

　
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険

証（
兼
高
齢
受
給
者
証
）の
有
効
期
限
は

７
月
31
日（
火
）で
す
。
新
し
い
保
険
証

は
７
月
中
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
更
新
で
送
付
し
た
国
民
健
康

保
険
証（
兼
高
齢
受
給
者
証
）の
有
効
期

限
は
、
75
歳
到
達
に
よ
り
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
さ
れ
る
方
、
70
歳
到

達
に
よ
り
高
齢
受
給
者
証
の
適
用
を
受

け
る
方
、
国
民
健
康
保
険
退
職
者
医
療

該
当
者
で
65
歳
到
達
に
よ
り
一
般
の
被

保
険
者
に
適
用
さ
れ
る
方
を
除
き
、
平

成
31
年
７
月
31
日（
水
）で
す
。

　
詳
細
は
、
保
険
証
を
郵
送
し
た
際
に

同
封
す
る
書
類
を
確
認
を
。
※
高
齢
受

給
者
に
該
当
す
る
方
の
保
険
証
に
記
載

し
て
い
る
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
住

民
税
の
課
税
所
得
な
ど
に
よ
っ
て
決
定

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
日
８
月
17
日（
金
）

午
後
１
時
〜
４
時
　
定
６
人（
先
着
順
）

申
８
月
１
日
〜
17
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
766−

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
毎
週
月
曜
日
・
木
曜

日
の
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

４
時
　
定
12
人（
先
着
順
）
　
申
相
談
日

の
１
週
間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
。

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午

前
９
時
〜
午
後
４
時

問
市
民
相
談
所（
☎
231−

３
７
３
０
）

相　
談

危
険
物
取
扱
者
試
験（
後
期
）

が
行
わ
れ
ま
す

日
11
月
18
日（
日
）
　
所
受
験
票
で
受
験

者
に
直
接
通
知
　
内
▽
試
験
種
類
・
時

間
＝
①
甲
種
…
午
後
１
時
〜
４
時
、
②

乙
種（
第
４
類
を
除
く
全
類
）…
午
後
１

時
〜
３
時
30
分　
③
乙
種（
第
４
類
）…

午
前
９
時
30
分
〜
正
午　
④
丙
種
…
午

後
１
時
〜
２
時
45
分
　
料
持
申
受
験
案

内
に
記
載
。
受
験
案
内
は
最
寄
り
の
消

防
署
で
配
布　
▽
申
請
期
間
＝
９
月
３

日
〜
14
日　

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
電
子
申
請
＝
８
月
31
日
〜
９
月
11
日

●
準
備
講
習
　
日
③
の
受
験
対
象
者
＝

10
月
31
日
、
11
月
１
日　
午
前
９
時
〜

お
知
ら
せ

午
後
４
時
　
所
市
消
防
訓
練
セ
ン
タ
ー
　

定
150
人
　
料
一
般
８
５
０
０
円
、
高
校

生
４
５
０
０
円
　
申
直
接
、
市
防
災
協

会（
消
防
局
２
階
）の
窓
口
へ
。

問
市
防
災
協
会（
☎
233−

９
１
１
４
）

宝
く
じ
の
助
成
金
で

備
品
を
整
備
し
ま
し
た　

　
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、
宝
く
じ

の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、
地
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
充
実
・
強
化
を

図
る
た
め
の
助
成
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

荒
小
田
自
治
会
が
地

域
の
祭
り
に
関
す
る

備
品
を
整
備
し
ま
し
た
。

問
ま
ち
づ
く
り
政
策
課（
☎
231−

１
８
３
０
）

宅
内
の
汚
水
ま
す
は

定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う

　
公
共
下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
る
家

庭
内
の
汚
水
ま
す
に
は
、
構
造
上
、
汚

水
に
含
ま
れ
る
わ
ず
か
な
固
形
物
や
油

分
が
た
ま
り
ま
す
。
放
置
し
て
お
く
と

管
が
詰
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
各
家

庭
で
定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。

　
最
近
、
汚
水
ま
す
の
清
掃
を
代
行
す

る
民
間
業
者
が
い
ま
す
。
市
は
関
与
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
を
。

問
上
下
水
道
局
下
水
道
整
備
課（
☎
231−１

３
６
３
）、北
部
事
務
所（
☎
772−４
０
２
８
）

　子どもの悩みについて受付時間
を延長して電話相談を受け付けます。
期８月29日～９月４日　 ▽平日＝
午前８時30分～午後７時　 ▽土・
日曜日＝午前10時～午後５時　 ▽相談電話番号
＝☎0120-007-110　※詳細は、山口地方法務局
人権擁護課（☎083-922-2295）へ
問人権・男女共同参画課（☎222-0827）

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

行政相談・人権相談・年金相談（８月）
・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見等
　【詳細】山口行政監視行政相談センター
� （☎083-932-1100）
・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、
　いじめ、体罰、名誉侵害等、人権問題全般
　【詳細】山口地方法務局　下関支局（☎234-4000）
・年金相談…年金に関する事
　【詳細】山口県社会保険労務士会　下関支部
� （☎083-923-1720）
問生活安全課　市民相談所（☎231-3730）
内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

８ 水 13：00～16：00 市役所本庁舎新館５階
９ 木 長府公民館
10 金

10：00～12：00
菊川町総合福祉会館

20 月 豊北保健センター
21 火 豊浦総合支所
23 木 13：00～16：00 川中公民館
24 金 10：00～12：00 社会福祉協議会豊田支所

人権相談
２ 木

10：00～12：00

長府公民館
安岡公民館

10 金 菊川町総合福祉会館
20 月 豊北保健センター

年金相談 ８ 水 13：00～16：00 市役所本庁舎新館５階

　平成31年２月12日（火）に下関市議会議員の任期が満了します。
このため、公職選挙法第143条第16項及び同条第19項第３号の規定
に基づき、平成30年８月12日（日）から市議会議員一般選挙の日（平
成31年２月３日〈日〉）まで市議会議員の政治活動関係のポスターは
撤去しなければなりません。市議会議員に係る公職の候補者等は、
対応をお願いします。
問選挙管理委員会事務局（☎231-2415）

　お客さまの水道メータから蛇口までの間で漏水した水は、水道
料金に加えられます。漏水がないか調べてみましょう。

▽家の蛇口をすべて閉め、水道メータを見ます。パイロットマー
ク（図）が回っていたら漏水しています。漏水箇所が分かる場合は、
上下水道局指定の給水装置工事事業者に修理の依頼を（修理費用は、
自己負担）。漏水箇所が不明な場合は、上下水道局に連絡を。
問上下水道局給水課（☎231-3115）

下関市議会議員任期満了に係る
政治活動用ポスターの撤去について

漏水を調べてみませんか？
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住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

　
10
月
１
日
を
調
査
期
日
と
し
て
住
宅・

土
地
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の

調
査
は
、
住
生
活
に
関
す
る
最
も
基
本

的
で
重
要
な
調
査
で
、
全
国
約
370
万
世

帯
を
対
象
と
し
た
大
規
模
な
調
査
で
す
。

８
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
書
類
を
配
布

し
ま
す
の
で
、
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
総
務
部
総
務
課（
☎
231−

２
４
１
３
）

満
珠
荘
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
８
月
13
日（
月
）は
海
峡
花
火
大
会
に

よ
る
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
館
内

利
用
時
間
を
一
部
変
更
し
ま
す
。

▽
日
帰
り
入
浴
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午

後
３
時�

※
受
け
付
け
午
後
２
時
ま
で　

館
内
利
用
時
間
は
午
後
３
時
ま
で　
※

以
降
の
時
間
帯
は
宿
泊
者
限
定

問
満
珠
荘（
☎
222−

１
１
２
６
）

各
種
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅
の

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
①
〜
③
の
住

宅
の
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
工
事
完
了

後
３
カ
月
以
内
に
市
に
申
告
す
る
こ
と

に
よ
り
、
１
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額

が
減
額
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
要

件
や
減
額
内
容
は
問
い
合
わ
せ
を
。

①
耐
震
改
修
工
事　
②
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
工
事　
③
省
エ
ネ
改
修
工
事

申
改
修
工
事
完
了
日
か
ら
３
カ
月
以
内

に
、
必
要
な
書
類
を
資
産
税
課
へ
。

問
資
産
税
課（
☎
231−

１
４
７
３
）

下
関
駅
か
ら
中
央
霊
園
行
き
の
バ
ス

　
８
月
13
日
〜
16
日
は
臨
時
便
が
運
行

さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

問
生
活
安
全
課（
☎
231−
１
５
２
０
）

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間　

８
月
10
日
は「
道
の
日
」で
す

▽
道
路
に
バ
イ
ク
や
自
転
車
を
放
置
し

た
り
、
看
板
な
ど
物
を

置
い
た
り
す
る
の
は
や

め
ま
し
ょ
う　
▽
捨
て

な
い
・
汚
さ
な
い
の
ル
ー

ル
を
守
り
、
道
路
を
き

れ
い
に
使
い
ま
し
ょ
う　
▽
違
法
駐
車

は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う　
▽
庭
木
の

枝
葉
が
伸
び
て
通
行
の
支
障
に
な
ら
な

い
よ
う
手
入
れ
を
し
ま
し
ょ
う　
▽
歩

道
な
ど
の
加
工
に
は
申
請
が
必
要
で
す

▽
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
障
害
物
を
置

か
な
い
で
く
だ
さ
い

問
道
路
河
川
管
理
課（
☎
231−

１
１
７
６
）

乃
木
浜
総
合
公
園

天
然
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
利
用
再
開

●
供
用
開
始
日
＝
８
月
８
日（
水
）

申
公
園
緑
地
課
か
乃
木
浜
総
合
公
園
管

理
棟（
☎
248−

３
０
８
１
）へ
。

問
公
園
緑
地
課（
☎
231−

１
９
３
３
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

期
▽
申
込
期
間
＝
８
月
16
日�

午
後
１
時
〜

９
月
３
日�

午
後
11
時　
▽
せ
り
売
り
期

間（
動
産
等
）＝
９
月
10
日�

午
後
１
時
〜

12
日�

午
後
11
時　
▽
入
札
期
間（
不
動

産
）＝
９
月
10
日�

午
後
１
時
〜
18
日�

午

後
１
時　
※
内
容
の
変
更
や
公
売
中
止

の
場
合
あ
り　
※
公
売
財
産
、
申
し
込

み
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
かYahoo!�

Japan

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を

問
納
税
課（
☎
231−

１
１
７
０
）

８
月
の
休
場
・
休
館
日

●
唐
戸
市
場
＝
日
14
日
〜
16
日

問
市
場
流
通
課（
☎
231−

１
４
４
０
）�

●
新
下
関
市
場
＝
日
５
・
14
・
16
・
19
・

26
日
、
毎
週
水
曜
日

問
青
果
市
場
室（
☎
256−

０
２
７
７
）�

●
豊
浦
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
＝
日
14
・

15
日

問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
231−

１
３
１
０
）

●
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
＝
日
４
日（
土
）

午
前
８
時
〜
午
後
３
時　
※
停
電
に
よ

る
た
め

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
231−

１
１
９
０
）

「巌流島後の宮本武蔵」
インターネット番組で配信！
　「関門時間旅行D

デ ィ ー パ ー

eeper」では、関門地域の魅力を、
テーマごとに深く追求した旅番組を、インターネッ
トで配信しています。今回は榎木孝明氏（俳優）を招
き、「巌流島後の宮本武蔵」をテーマにした旅の様子
を紹介。※詳しくは、市ホームページにて「関門地域
魅力向上事業」で検索　※８月８日（水）から配信開始
問企画課（☎231-1911）

ナデシコの苗の無料配布
対自治会、老人会、婦人会、子ども会など　日11月
上中旬　所勝山苗ほ場（大字形山）　申８月31日（金／
必着）までに、往復はがきに団体名、代表者の◯必（８㌻）
と希望本数、植栽予定の場所・面積を書いて、園芸
センター（〒759-6613市内富任町五丁目７番１号）へ。
※植栽予定地の調査後、配布の可否などを10月中に
連絡
問園芸センター（☎258-0147）

　中学校卒業程度の学力があるかを認定するために国が行
うもので、合格者には高等学校の入学資格が与えられます。
対病気などやむを得ない事由により就学義務を猶予・免除
された方など　内 ▽試験日＝10月25日（木）　 ▽場所＝山口
県庁（山口市滝町）　 ▽試験科目＝国語、社会、数学、理科、
外国語（英語）　申８月20日～９月７日　※受験資格や出願
書類などの詳細は山口県教育庁義務教育課（☎083-933-4595）
に問い合わせを
問学校教育課（☎231-1570）

●野外焼却は原則禁止
　ごみを庭や空き地などで焼却したり、ドラ
ム缶や違法な焼却炉を利用してごみを焼却し
たりする行為は、一部例外となる焼却を除き、
法律で禁止されており、違反者は、厳しい処
罰を受ける場合があります。違法な野外焼却は、周辺の生活
環境や健康に悪影響を与えますので、行わないでください。
　また、例外となる焼却であっても煙、すす、悪臭などが広
範囲に影響を与え、近隣住民の迷惑となっているときは、焼
却が認められない場合があります。周辺の生活環境や健康へ
の影響も懸念されるため、やむを得ず焼却する場合でも、風
向きや時間帯などを考慮し、周辺への配慮をお願いします。
●例外となる焼却
　風俗慣習上または宗教行事を行うために必要な廃棄物の焼
却、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものと
して行われる廃棄物の焼却などがあります。ただし、家庭ご
みなどを混ぜたり、家庭菜園などで生じたりしたごみの焼却
はできません。例外の焼却に該当するかどうかは相談を。
問廃棄物対策課（☎252-7152）

されて
います！

ごみの
野外焼却は禁止

中学校卒業程度認定試験

対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先マークの見方平成30年８月号19
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